
（案）環境影響評価（環境アセスメント）に係るお知らせ 
 

                             平成１７年７月２６日 
 
  川崎市環境影響評価に関する条例（平成１１年川崎市条例第４８号）第１９条の規定

に基づき、「（仮称）小田栄 2 丁目マンション計画」に係る条例環境影響評価準備書の写

しの縦覧を次のとおり行います。 
 
１ 指定開発行為者 
  東京都千代田区岩本町二丁目１番１５号 
  株式会社ゼファー 

代表取締役 飯岡 隆夫 
 
２ 指定開発行為の名称及び種類 
（１）名 称 

（仮称）小田栄 2 丁目マンション計画 
（２）種 類 

住宅団地の新設（第２種行為） 
大規模建築物の新設（第２種行為） 
 

３ 指定開発行為を実施する区域   
川崎市川崎区小田栄二丁目３番１ 
 

４ 指定開発行為の目的及び内容 
（１）目 的 

分譲共同住宅の新設 
（２）内 容 

ア 区域面積           １７，２８４．９１㎡   
イ 計画人口（計画戸数）     １，５８１人（５２７戸） 
ウ 土地利用計画 
（ア） 住宅棟 ４，６００．４６㎡ 

（イ） 駐車場・駐車場棟 ３，５４１．４０㎡ 

（ウ） 駐輪場・バイク置場 ７６６．１４㎡ 

（エ） ごみ集積所 １１９．２８㎡ 

（オ） 緑化地 ３，５４６．４３㎡ 

（カ） 車路 ５１４．３９㎡ 

（キ） 歩行者路 ２，５７１．８５㎡ 
（ク） その他 １，６２４．９６㎡ 

 



エ 建築計画 
（ア） 区  分 共同住宅 
（イ） 構  造 鉄筋コンクリート造 
（ウ） 階  数 地上１７階 
（エ） 高  さ ５５．００ｍ 
（オ） 建築面積 ８，３８２．０５㎡ 
（カ） 延べ面積 ７６，１０１．５１㎡ 
   

５ 指定開発行為の施行期間 
   着手予定： 平成１８年３月 

完了予定： 平成２０年２月 
 

６ 条例評価準備書の写しの縦覧期間、場所及び時間 
（１）期 間 

平成１７年７月２６日（火）から平成１７年９月８日（木）まで 
ただし、土曜日、日曜日等閉庁日は除きます。 

（２）場 所 
川崎市：川崎区役所、川崎区役所大師支所、川崎区役所田島支所及び本庁（環境局

環境評価室） 
横浜市：鶴見区役所及び横浜市役所（環境創造局環境影響評価課） 

（３）時 間 
午前８時３０分から午後５時まで 

（横浜市は午前８時４５分から午後５時１５分まで） 
 
 


